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報告第１号 

   専決処分の承認を求めることについて 

 令和７年度戸田市一般会計補正予算（第９号）について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分

したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

  令和８年２月２日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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専決第１号 

専 決 処 分 書 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１

項の規定により、専決処分する。 

   令和７年度戸田市一般会計補正予算（第９号）（別紙） 

  令和８年１月２３日 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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令和７年度戸田市一般会計補正予算（第９号） 

令和７年度戸田市の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６９,５０１千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６８,５６０,２０９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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議案第１号 

戸田市立公園条例 

戸田市都市公園条例（昭和３９年条例第５号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、都市公園法（昭和３１年法律第７９号。以下「法」とい

う。）及び法に基づく命令で定めるもののほか、市立公園の設置及び管理に

関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 (1) 市立公園 都市公園及び都市公園以外の公園をいう。 

 (2) 都市公園 市が設置し、又は管理する法第２条第１項に規定する都市公

園をいう。 

 (3) 都市公園以外の公園 市が設置し、又は管理する都市公園以外の公園、

緑地又は広場（当該公園、緑地又は広場に設ける公園施設を含む。）をい

う。 

(4) 公園施設 市立公園に設けられた法第２条第２項各号に掲げる公園施

設をいう。 

 （市立公園の名称及び位置） 

第３条 市立公園の名称及び位置は、規則で定める。 

（市立公園の設置、区域等の変更及び廃止） 

第４条 市長は、市立公園を設置するときは、当該市立公園の名称、位置及び

区域並びに供用開始の期日を告示しなければならない。 

２ 市長は、市立公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は市立公園を廃

止するときは、当該市立公園の名称、位置及び変更又は廃止に係る区域その

他必要と認める事項を告示しなければならない。 

（都市公園の配置及び規模に関する基準） 

第５条 法第３条第１項の条例で定める基準は、次条及び第７条に定めるとこ

ろによる。 

（住民１人当たりの都市公園の敷地面積の標準） 

第６条 市の区域内の都市公園の住民１人当たりの敷地面積の標準は１０平方

メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民１人当たりの敷地
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面積の標準は５平方メートル以上とする。 

（市が設置する都市公園の配置及び規模の基準） 

第７条 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特

質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災

害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び

規模を定めるものとする。 

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公

園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、

その敷地面積は、０.２５ヘクタールを標準として定めること。 

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園

は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その

敷地面積は、２ヘクタールを標準として定めること。 

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都

市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように

配置し、その敷地面積は、４ヘクタールを標準として定めること。 

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総

合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供

することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配

置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮す

ることができるようにその敷地面積を定めること。 

２ 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市

公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主とし

て動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、

主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とす

る都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合にお

いては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮す

ることができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。 

（行為の制限） 

第８条 市立公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可

を受けなければならない。 

(1) 募金その他これに類する行為をすること。 

(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。 
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(3) 物品の販売、興行その他の営業行為を行うこと。 

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う

場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を

市長に提出しなければならない。 

３ 第１項の許可を受けた者（以下「行為許可者」という。）は、許可を受け

た事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出

して、その許可を受けなければならない。 

４ 市長は、第１項各号に掲げる行為が公衆の市立公園の利用に支障を及ぼさ

ないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。 

５ 市長は、第１項又は第３項の許可に市立公園の管理上必要な範囲内で条件

を付することができる。 

（許可の特例） 

第９条 第１２条第２項の許可又は第１６条の許可を受けた者は、当該許可に

係る事項については、前条第１項又は第３項の許可を受けることを要しない。 

（公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準） 

第１０条 法第４条第１項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設け

られる建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規

定する建築物をいう。以下同じ。）の建築面積の総計の当該都市公園の敷地

面積に対する割合は、１００分の２とする。 

２ 都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０号。以下「令」という。）第

６条第１項第１号に掲げる場合に関する法第４条第１項ただし書の条例で定

める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の１００分

の１０を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることがで

きるものとする。 

３ 令第６条第６項に掲げる場合に関する法第５条の９第１項の規定により読

み替えて適用する法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、令第６条

第６項に規定する公募対象公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷

地面積の１００分の１０を限度として第１項の規定により認められる建築面

積を超えることができるものとする。 

４ 令第６条第１項第２号に掲げる場合に関する法第４条第１項ただし書の条

例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積
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の１００分の２０を限度として第１項の規定により認められる建築面積を超

えることができるものとする。 

５ 令第６条第１項第３号に掲げる場合に関する法第４条第１項ただし書の条

例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積

の１００分の１０を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超

えることができるものとする。 

６ 令第６条第１項第４号に掲げる場合に関する法第４条第１項ただし書の条

例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積

の１００分の２を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超え

ることができるものとする。 

（運動施設の敷地面積に関する制限） 

第１１条 令第８条第１項の条例で定める一の都市公園に設ける運動施設の敷

地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、１００分の５０（北

部公園にあっては１００分の６０、笹目公園及び新田公園にあっては１００

分の７０、荒川運動公園及び惣右衛門公園にあっては１００分の８０）とす

る。 

（市長以外の者の公園施設の設置、管理及び占用） 

第１２条 市長以外の者が市立公園に公園施設を設置し、又は管理しようとす

るときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した

申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事

項を変更しようとするときも、同様とする。 

(1) 公園施設を設置しようとする場合 

ア 公園施設を設置しようとする市立公園の名称 

イ 設置の目的 

ウ 公園施設の種類 

エ 設置の期間 

オ 設置の場所及び面積 

カ 公園施設の構造 

キ 公園施設の管理の方法 

ク 工事の実施方法 

ケ 工事の着手及び完了の時期 

コ 市立公園の復旧方法 
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サ その他市長が指示する事項 

(2) 公園施設を管理しようとする場合 

ア 管理しようとする公園施設の存する市立公園の名称 

イ 管理の目的 

ウ 管理する公園施設 

エ 管理の期間 

オ 管理の方法 

カ その他市長が指示する事項 

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合 

ア 公園施設の存する市立公園の名称 

イ 公園施設の種類 

ウ 既に受けた許可年月日及び許可番号 

エ 変更事項及び理由 

オ その他市長が指示する事項 

２ 市立公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設（以下「占用物件」

という。）を設けて市立公園を占用しようとする者は、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める事項を記載した申請書を市長に提出し、その許

可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、

同様とする。 

(1) 占用の許可を受けようとする場合 

ア 占用しようとする市立公園の名称 

イ 占用の目的 

ウ 占用物件の構造及び種類 

エ 占用の場所及び面積 

オ 占用物件の管理の方法 

カ 工事の実施方法 

キ 工事の着手及び完了の時期 

ク 市立公園の復旧方法 

ケ 占用の期間 

コ その他市長が指示する事項 

(2) 許可を受けた事項を変更しようとする場合 

ア 占用物件の存する市立公園の名称 
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イ 公園施設の種類 

ウ 既に受けた許可年月日及び許可番号 

エ 変更事項及び理由 

オ その他市長が指示する事項 

３ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する変更が次に掲げる軽易な変更の

場合は、許可を受けることを要しない。 

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴

わないもの 

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随し

て行うもの 

４ 法第５条第２項から第４項までの規定は市長以外の者が市立公園に公園施

設を設け、又は管理する場合について、法第６条第４項及び第７条の規定は

市立公園に占用物件を設けて市立公園を占用する場合について、それぞれ準

用する。 

５ 市長は、第１項又は第２項の許可（以下「設置許可等」という。）に市立

公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。 

６ 設置許可等を受けた者（以下「設置許可者等」という。）は、公園施設を

設け、若しくは管理する期間若しくは市立公園の占用の期間が満了したとき、

又は公園施設の設置若しくは管理若しくは市立公園の占用を廃止したときは、

直ちに市立公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復する

ことが不適当な場合においては、この限りでない。 

７ 市長は、設置許可者等に対して、前項の規定による原状回復又は原状回復

をすることが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。 

（行為の禁止） 

第１３条 市立公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、

設置許可者等が当該設置許可等若しくは原状回復により第２号、第３号及び

第５号から第７号までに掲げる行為を行う場合、又は行為許可者が当該行為

許可により第５号から第７号までに掲げる行為を行う場合は、この限りでは

ない。 

(1) 公園施設及び備品を損傷し、又は汚損すること。 

(2) 土地の形質を変更すること。 

(3) 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれを損傷すること。 
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(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。 

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告若しくは宣伝をすること。 

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。 

(7) 指定された場所以外の場所へ車両（軽車両を除く。）を乗り入れ、又は

止めておくこと。 

 (8) ごみその他汚物を捨てること。 

 (9) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある行為をすること。 

(10) 前各号のほか市立公園の管理に支障がある行為をすること。 

（利用の禁止又は制限） 

第１４条 市長は、市立公園の損壊その他の理由によりその利用が危険である

と認められる場合又は市立公園に関する工事のため、やむを得ないと認めら

れる場合においては、市立公園を保全し、又はその利用者の危険を防止する

ため、市立公園の利用を禁止し、又は制限することができる。 

（有料の公園施設等） 

第１５条 市の管理する公園施設及び附属設備で有料で使用させるもの（以下

「有料の公園施設等」という。）は、別表第１のとおりとする。 

２ 市長は、有料の公園施設等の供用日及び供用時間を定めることができる。 

（使用の許可） 

第１６条 有料の公園施設等を使用しようとする者は、市長の許可を受けなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の許可をする場合において、有料の公園施設等の管理のため

必要な条件を付することができる。 

（届出） 

第１７条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者

は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 

(1) 設置許可者等が公園施設の設置又は市立公園の占用に関する工事を完

了したとき。 

(2) 設置許可者等が公園施設の設置若しくは管理又は市立公園の占用を廃

止したとき。 

(3) 設置許可者等が第１２条第６項の規定により、市立公園を原状回復した

とき。 

(4) 法第２７条第１項又は第２項の規定により、同条第１項に規定する必要
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な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。 

(5) 市立公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を

設定し、若しくは移転したとき。 

(6) 次条第１項又は第２項の規定により、同条第１項に規定する必要な措置

を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。 

（監督処分） 

第１８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規

定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、

又は行為を中止、原状回復若しくは市立公園からの退去を命ずることができ

る。 

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者 

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者 

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者 

２ 市長は次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定に

よる許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する

必要な措置を命ずることができる。 

(1) 市立公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合 

(2) 市立公園の保全又は公衆の市立公園の利用に著しい支障が生じた場合 

(3) 前２号に掲げる場合のほか、市立公園の管理上の理由以外の理由に基づ

く公益上やむを得ない必要が生じた場合 

３ 前２項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がな

くてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、市長は、

その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること

ができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき

旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市長又はその命じた者若

しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければなら

ない。 

４ 市長は、前項の規定により工作物等を除却し、又は除却させたときは、当

該工作物等を保管しなければならない。 

５ 市長は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所

有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者（以下「所有者等」

という。）に対し当該工作物等を返還するため、次条で定めるところにより、
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第２０条で定める事項を公示しなければならない。 

６ 市長は、第４項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損す

るおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して２週間（工

作物等が特に貴重なものであるときは、３月）を経過してもなお当該工作物

等を返還することができない場合において、第２１条で定めるところにより

評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数

を要するときは、第２２条で定めるところにより、当該工作物等を売却し、

その売却した代金を保管することができる。 

７ 市長は、前項に規定する工作物等の価額が著しく低い場合において、同項

の規定による工作物等の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受

人がないことが明らかであるときは、当該工作物等を廃棄することができる。 

８ 第６項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることがで

きる。 

９ 第３項から第６項までに規定する工作物等の除却、保管、売却、公示その

他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等その他

第３項に規定する措置を命ずべき者の負担とする。 

１０ 第５項の規定による公示の日から起算して６月を経過してもなお第４項

の規定により保管した工作物等（第６項の規定により売却した代金を含む。

以下この項において同じ。）を返還することができないときは、当該工作物

等の所有権は、当該工作物等を保管する市に帰属する。 

（工作物等を保管した場合の公示の方法等） 

第１９条 前条第５項の規定による公示は、工作物等の保管後速やかに行わな

ければならない。 

２ 前条第５項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければなら

ない。 

(1) 次条各号に掲げる事項を１４日間告示するものとする。 

(2) 前号の告示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについて

は、同号の告示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者等の氏名

及び住所を知ることができないときは、その告示の要旨を再度告示するも

のとする。 

３ 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様

式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを
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いつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。 

（工作物等を保管した場合の公示事項） 

第２０条 第１８条第５項の規定により公示する事項は、次に掲げる事項とす

る。 

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量 

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及びその工作物等を除却した

日時 

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所 

(4) 前３号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認

められる事項 

（工作物等の価額の評価の方法） 

第２１条 第１８条第６項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例

価格、当該工作物等の使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評

価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必

要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する

者の意見を聴くことができる。 

（保管した工作物等を売却する場合の手続） 

第２２条 第１８条第６項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札

に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない

工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等に

ついては、随意契約により売却することができる。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第２３条 設置許可者等又は第８条第１項、第３項若しくは第１６条の許可を

受けた者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、又は使用させてはならない。 

（使用料等の納付） 

第２４条 第８条第１項若しくは第３項又は第１２条第１項の許可を受けた者

は、別表第２に掲げる使用料を納付しなければならない。 

２ 有料の公園施設等を使用する者は、別表第３に掲げる使用料を納付しなけ

ればならない。ただし、運動の目的以外に使用する場合は、前項の規定によ

るものとする。 

３ 第１２条第２項の許可を受けた者は、別表第２に掲げる占用料を納付しな

ければならない。 
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（使用料等の還付） 

第２５条 既納の使用料及び占用料（以下「使用料等」という。）は還付しな

い。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還

付することができる。 

(1) 市立公園の維持管理又は公益上の必要によって許可を取り消したとき。 

(2) 使用者又は占用者が、自己の責に帰さない理由により、市立公園を使用

又は占用することができなかったとき。 

（使用料等の減免） 

第２６条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免するこ

とができる。 

（損害賠償義務） 

第２７条 市立公園の利用者が公園施設又は備品を損傷し、汚損し、又は滅失

したときは、これを修理し、若しくは原状回復し、又はその損害を賠償しな

ければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

（公園予定区域及び予定公園施設についての準用） 

第２８条 第８条から前条までの規定は、法第３３条第４項に規定する公園予

定区域又は予定公園施設について準用する。 

（指定管理者による管理） 

第２９条 市長は、市立公園の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、法人そ

の他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に

市立公園の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができ

る。 

(1) 市立公園の設置の目的を達成するために必要な業務 

(2) 市立公園（設備を含む。以下同じ。）の維持管理に関する業務 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

２ 指定管理者が前項各号に掲げる業務（以下「指定管理業務」という。）を

行う場合において、第８条、第１４条及び第１６条の規定の適用については、

これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。 

（指定管理者の指定等） 

第３０条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長

が必要と認める書類を添付して、市長に申請しなければならない。 

23 



２ 市長は、前項の規定により申請があったときは、最も適切な管理を行うこ

とができると認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定

しなければならない。 

（管理の基準及び協定の締結） 

第３１条 指定管理者は、次に掲げる基準により、市立公園の管理に関する業

務を行わなければならない。 

(1) 関係する法令を遵守し、適正に市立公園の管理を行うこと。 

(2) 市立公園の維持管理を適切に行うこと。 

(3) 管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。 

２ 市長は、前項各号に規定するものその他の市立公園の管理等に必要な事項

について、指定管理者と協定を締結するものとする。 

（事業報告書の作成及び提出） 

第３２条 指定管理者は、市立公園の管理に関する事業報告書を作成し、市長

に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定

を取り消されたときは、その取り消された日から起算して３０日以内に当該

年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。 

（管理業務等の報告等） 

第３３条 市長は、市立公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、

管理業務及び経理の状況に関し、定期に若しくは臨時に報告を求め、実地に

調査し、又は必要な指示をすることができる。 

（指定の取消し等） 

第３４条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理

者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者の管理を継続することができ

ないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全

部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若し

くは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長は

その賠償の責めを負わない。 

（指定管理者による市立公園の現状変更等） 

第３５条 指定管理者は、公園施設で市が設置したものの改修、増設その他の

市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を

得なければならない。 
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２ 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第１項の規定に

より指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは

一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった市立公園を速やか

に原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この

限りでない。 

（利用料金収入の帰属及び利用料金の額の決定） 

第３６条 市長は、地方自治法第２４４条の２第８項の規定により、指定管理

者に第８条第１項又は第１６条第１項の許可を受けて行う市立公園の利用に

係る料金（以下「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受

させることができる。 

２ 前項の場合における利用料金は、指定管理者が別表第２第３項及び別表第

３から別表第５までに定める範囲内で定めるものとする。この場合において、

指定管理者は、あらかじめ利用料金について市長の承認を受けなければなら

ない。 

（利用料金の納付） 

第３７条 指定管理者に利用の承認を受けた者（以下「利用者」という。）は、

前条第２項の規定により指定管理者が定めた利用料金を納期限までに指定管

理者に納付しなければならない。 

（利用料金の減免） 

第３８条 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利

用料金を減免することができる。 

（利用料金の返還） 

第３９条 指定管理者が収受した利用料金は、返還しない。ただし、次の各号

のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。 

(1) 市立公園の管理上特に必要があるため、行為又は利用の許可を取り消し

たとき。 

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、市立公園を利用する

ことができないとき。 

（委任） 

第４０条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。 

（罰則） 

第４１条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては５０,０００円以下の
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過料を科する。 

(1) 第８条第１項又は第３項（第２８条においてこれらの規定を準用する場

合を含む。）の規定に違反して同条第１項各号に掲げる行為をした者 

(2) 第１３条（第２８条において準用する場合を含む。）の規定に違反して

同条各号に掲げる行為をした者 

(3) 第１６条（第２８条において準用する場合を含む。）の規定に違反して

有料の公園施設等を使用した者 

(4) 第１７条（第２８条において準用する場合を含む。）の規定に違反した

者 

(5) 第１８条第１項又は第２項（第２８条においてこれらの規定を準用する

場合を含む。）の規定による市長の命令に違反した者 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の戸田市立公園条例（以下「新条例」という。）第

１２条第１項の規定は、この条例の施行日以後に申請される公園施設の設置

又は管理の許可について適用し、施行日前に申請された公園施設の設置又は

管理の許可については、なお従前の例による。 

３ 新条例第１２条第２項の規定は、施行日以後に申請される占用許可につい

て適用し、施行日前に申請された占用許可については、なお従前の例による。 

４ 新条例の規定による使用料及び占用料については、施行日以後に申請され

る使用及び占用の許可に係る使用料及び占用料について適用し、施行日前に

申請された使用及び占用の許可に係る使用料及び占用料については、なお従

前の例による。 

別表第１（第１５条関係） 

有料の公園施設等 

公園名 公園施設 附属設備 

惣右衛門公園 サッカー場  

新田公園 野球場  

笹目公園 野球場 夜間照明施設 
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北部公園 野球場 夜間照明施設 

彩湖・道満グリーンパ

ーク 

陸上競技場 

ソフトボール場 

テニスコート 

野球場 

サッカー場 

駐車場 

道満河岸つり場 

 

後谷公園 茶室  

荒川水循環センター上

部公園 

パークゴルフ場 シャワー室 

更衣ロッカー 

別表第２（第２４条、第３６条関係） 

１ 公園施設の設置の許可又は公園施設の管理の許可による土地又は施設の

使用料 

種別 単位 期間 金額 

公園施設を設置する場合 １平方メートル １月 市長がその都度定める。 

公園施設を管理する場合 １平方メートル １月 市長がその都度定める。 

２ 市立公園の占用許可による占用料 

占用物件名 金額 

電柱、電話柱その他これらに

類するもの 

戸田市道路占用料条例（昭和５１年条例第１１

号）を準用する。 

地下埋設物 

変圧器その他これに類するも

の及び公衆電話 

工事用施設及び工事用材料置

場 

競技会、展示会、博覧会その

他これらに類する仮設工作物 

１平方メートル当たり１日 １０円 

その他の占用 市長がその都度定める。 

３ 第８条第１項各号に掲げる行為の許可による使用料 

種類 単位 期間 金額 
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物品の販売その他これに類

する行為 

１平方メートル １日 １００円 

業として行う写真撮影 写真機１台 １日 １,０００円 

臨時に会費を徴して写真コ

ンテスト等の撮影会を行う

とき 

写真機１台 １日 ２００円 

業として行う映画又はテレ

ビ撮影 

撮影機１台 １時間 ５,０００円 

興行 １平方メートル １日 １０円 

競技会、展示会、博覧会そ

の他これらに類する行為 

１平方メートル １日 ５円 

備考 

１ 占用料の計算方法 

(1) 占用料が日額で定められているものについて、当該占用期間が１月

未満の場合は、当該占用料に１００分の１１０を乗じて計算するもの

とする。ただし、当該占用料に１円未満の端数が生じたときは、その

端数を切り捨てるものとする。 

(2) 占用面積が１平方メートル未満のものは、１平方メートルとして計

算する。 

２ 使用料の計算方法 

(1) 使用時間が１時間未満の使用料は、１時間として計算する。 

(2) 使用面積が１平方メートル未満の使用料は、１平方メートルとして

計算する。 

(3) 第８条第１項各号に掲げる行為の許可による使用料の額は、当該規

定使用料に１００分の１１０を乗じて得た額とする。ただし、その額

に１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。 

別表第３（第２４条、第３６条関係） 

有料の公園施設等の使用料 

(1) 公園施設 

公園名 公園施設 単位 金額 

惣右衛門公園 サッカー場 ２時間 ２,７２０円 
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 フットサル場１面 ２時間 １,３６０円 

新田公園 野球場 ２時間 ７７０円 

笹目公園 野球場 ２時間 ７７０円 

北部公園 野球場 ２時間 ２,７２０円 

野球場（内野のみ） ２時間 １,３６０円 

彩湖・道満グリーン

パーク 

陸上競技場 半日 ５,５００円 

１日 １１,０００円 

サッカー場 ２時間 ７７０円 

ソフトボール場 １面 ２時間 ５５０円 

テニスコート １面 ２時間 ５５０円 

野球場 １面 ２時間 ７７０円 

後谷公園 茶室 半日 ２,２００円 

１日 ４,４００円 

荒川水循環センタ

ー上部公園 

パークゴルフ場 １回 ３００円 

半日 ５００円 

１日 ９１０円 

備考 

１ 本市以外に住所を有する者が使用する場合の使用料は、当該規定使用

料の５割増とする（１０円未満の端数は、切り捨てる。）。 

２ 陸上競技場及び茶室の「半日」とは、同一の日における供用時間内で

の連続した５時間以内の使用をいう。 

３ パークゴルフ場の「１回」とは、同一の日における供用時間内での    

１８ホールの連続した使用（その使用が１８ホールに満たない場合は、

１８ホールとみなす。）をいう。 

４ パークゴルフ場の「半日」とは、同一の日における供用時間内での連

続した４時間以内の回数の制限のない使用をいう。 

５ パークゴルフ場の「１日」とは、同一の日における供用時間内での回

数の制限のない使用をいう。 

６ パークゴルフ場の金額は、１人当たりの金額とする。 

(2) 附属設備 

公園名 公園施設 附属設備 単位 金額 
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笹目公園 野球場 夜間照明施設 １時間 ２,７３０円 

北部公園 野球場 夜間照明施設 １時間 ３,８３０円 

荒川水循環センタ

ー上部公園 

パークゴルフ場 シャワー室 １回 １００円 

更衣ロッカー １個 １０円 

備考 本市以外に住所を有する者が使用する場合の夜間照明施設の使用料は、

当該規定使用料の１０割増とする。 

別表第４（第３６条関係） 

彩湖・道満グリーンパーク駐車場利用料金（１日当たり） 

  土曜日、日曜日及び祝日（振替休

日を含む。） 

  月曜日から金曜日まで（祝日及び

振替休日を除く。） 

  

  準中型自動車、中

型自動車、大型自

動車、小型特殊自

動車、大型特殊自

動車 

普通自動車   準中型自動車、中

型自動車、大型自

動車、小型特殊自

動車、大型特殊自

動車 

普通自動車   

２,１００円以下 １,２００円以下 １,０５０円以下 ６００円以下 

備考 

１ 自動車の種類は、道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号）

第２条に規定する自動車の種類による。 

２ 祝日は、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規

定する休日とする。 

別表第５（第３６条関係） 

彩湖・道満グリーンパーク道満河岸つり場利用料金（１日当たり） 

へら鮒
ぶな

つり場 金魚つり場 

１,７８０円以下 ８４０円以下 

令和８年２月２日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第２号 

戸田市こども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

戸田市こども・子育て会議条例（平成１３年条例第５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第９条中「こども健やか部子育て支援課」を「こども健やか部こども・若者

政策課」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

令和８年２月２日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第３号 

戸田市公告式条例及び戸田市行政手続条例の一部を改正する条例 

（戸田市公告式条例の一部改正） 

第１条 戸田市公告式条例（昭和３６年条例第１４号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第２項中「戸田市上戸田１丁目１８番１号の掲示場に掲示すること」

を「市のホームページに掲載すること（公布する事項を記録した電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。）を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって

直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行う

ことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。）を利用

して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとることをいう。）」に

改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、自動公衆送信に係る障害その他特別の事由があるときは、戸田

市上戸田１丁目１８番１号の掲示場に掲示することにより行うことがで

きるものとする。 

第３条を削る。 

第４条の見出しを「（規則及び規程の公表）」に改め、同条第１項中「規

則を除くほか、市長の定める規程」を「市長の定める規則及び規程」に改め、

「記入して市長印を押さなければ」を「記入しなければ」に改め、同条第２

項中「第２条第２項」を「前条第２項」に、「規程の公表」を「規則及び規

程の公表」に改め、同項に後段として次のように加える。 

この場合において、同条第２項ただし書の規定を準用して公布を行うと

きは、市長印を押さなければならない。 

第４条を第３条とする。 

第５条第１項中「第２条」を「第２条第２項並びに前条第１項及び第２項

後段」に、「規則」を「規則及び規程」に、「市長」を「市長名」に、「者」」

を「者の氏名」と、同条第２項中「市長印」とあるのは「当該機関を代表す

る者の印」」に改め、同条第２項を削り、同条を第４条とする。 

第６条を第５条とする。 

 （戸田市行政手続条例の一部改正） 

32 



第２条 戸田市行政手続条例（平成１０年条例第２７号）の一部を次のように

改正する。 

第１５条第１項中「名あて人」を「名宛人」に改め、同条第３項中「名あ

て人」を「名宛人」に、「その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事

項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその

者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示すること」を「公示の

方法」に改め、同項後段を削り、同条に次の１項を加える。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏

名、第１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に

掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨（以下この項に

おいて「公示事項」という。）を法第１５条第４項に規定する総務省令で

定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとと

もに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、

又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したもの

の閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うものと

する。この場合においては、当該措置を開始した日から２週間を経過した

ときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。 

  第１６条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。 

  第１９条第２項第４号中「ことのある」を削る。 

  第２２条第３項中「第１５条第３項」及び「同条第３項」の次に「及び第

４項」を加え、「名あて人」を「名宛人」に改め、「と、」の次に「同項中」

を加え、「掲示を始めた日から２週間を経過した」を削り、「、掲示を始め

た」を「、当該措置を開始した」に改める。 

  第２９条中「第１５条第３項及び」の次に「第４項並びに」を加え、「「同

項第３号」を「同条第４項中「第１項第３号」に、「同条第３号」を「第         

２８条第３号」に、「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に、「第１５

条第３項後段」を「第１５条第４項後段」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、

令和８年５月２１日から施行する。 

 （財政事情の作成及び公表に関する条例の一部改正） 
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２ 財政事情の作成及び公表に関する条例（昭和２３年条例第９号）の一部を

次のように改正する。 

第４条中「掲示」を「、戸田市公告式条例（昭和３６年条例第１４号）第

２条第２項の例」に改める。 

（戸田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

３ 戸田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年条例第３

号）の一部を次のように改正する。 

 第７条第２号中「公衆の見やすい場所に掲示し、又は閲覧所を設けて公衆

の閲覧に供する」を「戸田市公告式条例（昭和３６年条例第１４号）第２条

第２項の例による」に改め、同条第３号を削る。 

 （戸田市営住宅条例の一部改正） 

４ 戸田市営住宅条例（平成９年条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項第１号を次のように改める。 

(1) 戸田市公告式条例（昭和３６年条例第１４号）第２条第２項の例による

方法 

 （戸田市監査委員条例の一部改正） 

５ 戸田市監査委員条例（昭和５１年条例第２５号）の一部を次のように改正

する。 

 第８条中「第２条第２項に規定する掲示場に掲示して」を「第２条第２項

の例により」に改める。 

令和８年２月２日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第４号 

戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

戸田市国民健康保険税条例（昭和３８年条例第３８号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第１項第１号中「及び」を「、」に改め、「「介護納付金」という。)」

の次に「及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定による

子ども・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・子育て支援納付金」

という。）」を加え、同項に次の１号を加える。 

(4) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保

険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特別会計

において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる

部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

第２条に次の１項を加える。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額

及び被保険者均等割額の合算額に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者（地

方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第７０３条の４

第３０項に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定し

た１８歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。 

第３条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」

を「法」に改める。 

第８条の次に次の３条を加える。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割

額） 

第８条の２ 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１００

分の０.２７を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額） 

第８条の３ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について    

１,６１５円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳

以上被保険者均等割額） 
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第８条の４ 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上被保

険者１人について１４５円とする。 

第２１条第１項各号列記以外の部分中「及び」を「、」に改め、「１７万円）」

の次に「並びに同条第５項の子ども・子育て支援納付金課税額からエ及びオに

掲げる額を減額して得た額」を加え、同項第１号に次のように加える。 

エ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について１,１３１円 

オ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の  

１８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について１０２円 

第２１条第１項第２号に次のように加える。 

エ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について８０８円 

オ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の  

１８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について７３円 

第２１条第１項第３号に次のように加える。 

エ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について３２３円 

オ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の  

１８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について２９円 

第２１条第２項に次の１号を加える。 

(3) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保

険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人につ

いて次に定める額 

ア 前項第１号エに規定する金額を減額した世帯 ２４２円 

イ 前項第２号エに規定する金額を減額した世帯 ４０４円 

ウ 前項第３号エに規定する金額を減額した世帯 ６４６円 
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エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ８０８円 

第２１条第３項各号列記以外の部分中「及び」を「並びに」に改め、「被保

険者均等割額」の次に「及び１８歳以上被保険者均等割額」を加え、同項に次

の３号を加える。 

(7) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

所得割額 当該出産被保険者につき第８条の２の規定により算定した所得

割額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年

度に属する月数を乗じて得た額 

(8) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第８条の３の規定により算定

した被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合

にあっては、その減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該

出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(9) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

１８歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第８条の４の規定

により算定した１８歳以上被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減

額するものとした場合にあっては、その減額後の１８歳以上被保険者均等

割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該

年度に属する月数を乗じて得た額 

第２１条に次の１項を加える。 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に１８歳に達する日以後の最

初の３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）

がある場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付

金課税額の被保険者均等割額（第１項、第２項又は前項に規定する金額を減

額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額。以下こ

の項において同じ。）は、当該被保険者均等割額から、当該納税義務者の世

帯に属する１８歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額に相当する

額を減額して得た額とする。 

附則第３項、第４項、第６項、第７項、第１０項、第１１項及び第１３項か

ら第１６項までの規定中「第７条」の次に「、第８条の２」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

37 



１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の戸田市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税につい

ては、なお従前の例による。 

令和８年２月２日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第５号 

戸田市行政センター条例の一部を改正する条例 

戸田市行政センター条例（平成２２年条例第１号）の一部を次のように改正

する。 

第３条第３号中「地域子育て支援拠点事業」の次に「、利用者支援事業」を

加える。 

第７条の表ウの項中「（イ） 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日（一時預かり事業に限

る。）」を削り、「（ウ）」を「（イ）」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例の施行日前であっても、改正後の戸田市行政センター条例の実施

のために必要な準備行為を行うことができる。 

令和８年２月２日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第６号 

戸田市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

戸田市建築基準法等関係事務手数料条例（平成１２年条例第１２号）の一部

を次のように改正する。 

別表第１第２３項中「第１３７条の１２第６項」を「第１３７条の１２第    

１１項」に改め、同表第２４項中「第１３７条の１２第７項」を「第１３７条

の１２第１２項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

令和８年２月２日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第７号 

戸田市火災予防条例の一部を改正する条例 

 戸田市火災予防条例（昭和３７年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第７条の２の見出しを「（一般サウナ設備）」に改め、同条第１項中「サウ

ナ室に設ける放熱設備（以下「サウナ設備」という。）」を「一般サウナ設備

（簡易サウナ設備以外のサウナ設備（サウナ室に設ける放熱設備をいう。）を

いう。以下同じ。）」に改め、同項第２号及び同条第２項中「サウナ設備」を

「一般サウナ設備」に改め、同条を第７条の３とし、第７条の次に次の１条を

加える。 

（簡易サウナ設備） 

第７条の２ 簡易サウナ設備（屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテ

ント型サウナ室（サウナ室のうちテントを活用したものをいう。）又はバレ

ル型サウナ室（サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のものをいう。）

に設ける放熱設備であって、定格出力６キロワット以下のものであり、かつ、

薪又は電気を熱源とするものをいう。以下同じ。）の位置及び構造は、次に

掲げる基準によらなければならない。 

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び

可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火

気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこ

と。 

(2) 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断

することができる手動及び自動の装置を設けること。ただし、薪を熱源と

する簡易サウナ設備にあっては、その周囲において火災が発生した際に速

やかに使用できる位置に消火器を設置した場合は、この限りでない。 

２ 前項に規定するもののほか、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理の基準

については、第３条（第１項第１号、第１０号から第１４号まで、第１７号

から第１８号の３まで、第２項第６号及び第３項並びに第４項を除く。）及

び第５条第１項の規定を準用する。 

第２９条の７第１項第１号中「住宅用防災機器」の次に「、感震ブレーカー」

を加える。 

第４４条第６号の次に次の１号を加える。 

(6)の2 簡易サウナ設備（個人が設けるものを除く。） 
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第４４条第７号中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和８年３月３１日から施行する。 

令和８年２月２日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第８号 

未来へはばたく人財育成資金条例の一部を改正する条例 

 未来へはばたく人財育成資金条例（平成２９年条例第１６号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１５条第２号中「公益財団法人戸田市国際交流協会」を「教育委員会又は

公益財団法人戸田市国際交流協会」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

令和８年２月２日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第９号 

   新曽第一地区２号調整池築造工事請負変更契約について 

新曽第一地区２号調整池築造工事請負変更契約をするについて、議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第９号）

第２条の規定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 工 事 名  新曽第一地区２号調整池築造工事 

２ 場  所  戸田市大字新曽字芦原２１３３番１の一部外 

３ 工事内容  新曽第一地区２号調整池の築造に伴う工事 

４ 金  額  変更前 金１,００６,５００,０００円 

変更後 金１,０６１,９５２,３４０円 

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 96，541，121 円) 

５ 工  期  令和６年１０月１１日から 

令和８年１２月２８日まで 

６ 契 約 者  戸田市本町五丁目１１番１５号 

株式会社ジンワ 

代表取締役 早 川 昭 夫 

令和８年２月２日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第１０号 

   令和７年度さくら川護岸整備工事（その３）請負変更契約について 

令和７年度さくら川護岸整備工事（その３）請負変更契約をするについて、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年

条例第９号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 工 事 名  令和７年度さくら川護岸整備工事（その３） 

２ 場  所  戸田市美女木七丁目２２・２３番地付近 

３ 工事内容  さくら川の護岸整備に伴う工事 

４ 金  額  金１８２,６００,０００円 

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 16,600,000 円) 

５ 工  期  変更前 令和８年３月３１日まで 

変更後 令和８年５月２９日まで 

６ 契 約 者  戸田市本町五丁目１１番１５号 

株式会社ジンワ 

代表取締役 早 川 昭 夫 

令和８年２月２日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第１１号 

   東部分署庁舎改築等工事請負変更契約について 

東部分署庁舎改築等工事請負変更契約をするについて、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第９号）第２条

の規定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 工 事 名  東部分署庁舎改築等工事 

２ 場  所  戸田市下前一丁目８番外 

３ 工事内容  東部分署庁舎の改築等に伴う工事 

４ 金  額  変更前 金２,２２２,０００,０００円 

変更後 金２,２９２,７９４,６４２円 

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 208,435,876 円) 

５ 工  期  令和７年７月８日から 

令和１０年３月１０日まで 

６ 契 約 者  さいたま市浦和区北浦和三丁目６番５号 

斎藤工業株式会社 

代表取締役 斎 藤 恵 介 

令和８年２月２日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第１２号 

   戸田南小学校教室棟（含給食調理場）増築等工事請負変更契約について 

戸田南小学校教室棟（含給食調理場）増築等工事請負変更契約をするについ

て、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和   

３９年条例第９号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 工 事 名  戸田南小学校教室棟（含給食調理場）増築等工事 

２ 場  所  戸田市本町四丁目２１０５番外 

３ 工事内容  戸田南小学校教室棟の増築等に伴う工事 

４ 金  額  変更前 金２,１０１,０００,０００円 

変更後 金２,１６３,９９７,０００円 

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 196,727,000 円) 

５ 工  期  令和７年７月８日から 

令和９年７月３０日まで 

６ 契 約 者  さいたま市浦和区北浦和三丁目６番５号 

斎藤工業株式会社 

代表取締役 斎 藤 恵 介 

令和８年２月２日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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